高知県工業技術センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表
高知県工業技術センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成2年規則第16号）の一部を次のように改正する。

1/2
	改正後
	改正前

	別表第１（第６条関係）
	別表第１（第６条関係）

		区分
	種別
	計算単位
	計算単位当たりの使用料

	（略）

	
	ノイズイミュニティ試験装置
	１台
	１時間につき1,680円

	
	伝導ＥＭＣ試験システム
	１台
	１時間につき1,860円

	
	クリープメーター
	１台
	１時間につき1,020円

	（略）

	
	混合かくはん装置
	１台
	１時間につき2,480円

	
	多軸混練かくはんシステム
	１台
	１日につき14,410円

	
	遠心濃縮器
	１台
	１時間につき1,600円

	（略）

	
	自動真空ガス包装機
	１台
	１時間につき470円

	
	缶詰巻き締め機
	１台
	１時間につき760円

	（略）

	（略）



		区分
	種別
	計算単位
	計算単位当たりの使用料

	（略）

	
	ノイズイミュニティ試験装置
	１台
	１時間につき1,680円

	
	クリープメーター
	１台
	１時間につき1,020円

	（略）



	
	混合かくはん装置
	１台
	１時間につき2,480円

	
	遠心濃縮器
	１台
	１時間につき1,600円

	（略）





	
	自動ガス真空包装機
	１台
	１時間につき470円

	
	缶詰巻締め機
	１台
	１時間につき760円

	（略）

	（略）




	別表第２（第６条関係）
	別表第２（第６条関係）

		区分
	種別
	計算単位
	計算単位当たりの手数料

	（略）

	
	
	蛍光Ｘ線分析（ＺＳＸ　ＰｒｉｍｕｓⅣ）
	１試料
	10,490円

	
	
	Ｘ線回折
	１試料
	11,760円

	
	
	ガスクロマトグラフ又は液体クロマトグラフ
	簡易なもの
	１試料
	13,480円

	
	
	
	一般的なもの
	１試料
	26,920円

	
	
	
	特殊なもの
	１試料
	58,990円

	（略）



		区分
	種別
	計算単位
	計算単位当たりの手数料

	（略）

	
	
	蛍光Ｘ線分析（ＺＳＸ　ＰｒｉｍｕｓⅣ）
	１試料
	10,490円

	
	
	ガスクロマトグラフ又は液体クロマトグラフ
	簡易なもの
	１試料
	13,480円

	
	
	
	一般的なもの
	１試料
	26,920円

	
	
	
	特殊なもの
	１試料
	58,990円

	（略）
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